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第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

 

１．１．１．１．    目的目的目的目的    

 

この指導指針、処分基準は下水道法（以下｢法｣という。）及び大分市公共下水道条例（以下「条例」

という。）に基づく事業場の指導等に関して必要な事項を定め、もって指導の統一かつ適正な執行をは

かることを目的とする。 

 

 

２．２．２．２．    基本方針基本方針基本方針基本方針    

    

指導等は、下水道施設の機能保全と損傷防止及び下水道からの放流水の水質確保を目的として行う。    
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第２章第２章第２章第２章    特定施設の設置等の届出及び審査特定施設の設置等の届出及び審査特定施設の設置等の届出及び審査特定施設の設置等の届出及び審査    

    

１．１．１．１．届出届出届出届出    

 

事業場からの届出書は検査･指導等の水質規制を進める上で最も基礎的な資料であるため、受動的に

届出を待つばかりでなく、特定事業場等に積極的に働きかけて、届出書を提出させる。新規に届出義務

のある事業場を把握した場合や、経常的な監視・指導中に事業場内の届出事項の変更点が判明した場合

などに届出書を提出させる必要がある。 

 

 

１－１１－１１－１１－１    届出の種類、提出時期届出の種類、提出時期届出の種類、提出時期届出の種類、提出時期    

    

届出の種類、届出を要する場合、届出時期は以下のとおり。 

 届出の種類 届出を要する場合 届出時期 

１ 特定施設設置届 

（法定様式第６） 

特定施設を新しく設置しようとする場

合 

２ 

特定施設の構造等変更届 

（法定様式第８） 

特定施設の構造、特定施設の使用方法、

特定施設から排出される汚水の処理方

法、下水の量及び水質、用水及び排水の

系統を変更する場合 

設置の６０日前まで 

３ 

特定施設使用届 

（法定様式第７） 

特定施設のある工場、事業場が新たに下

水道を使用する場合、若しくは使用して

いる施設が新たに特定施設となった場

合 

公共下水道を使用するこ

とになった日から３０日

以内 

特定施設となった日から

３０日以内 

４ 氏名変更等届 

（法定様式第１０） 

氏名（代表者の変更等）・所在地・名称

等に変更があった場合。 

変更した日から 

３０日以内 

５ 
承継届 

（法定様式第１２） 

届出をしたものから特定施設を譲り受

け、借り受け、相続合併によって承継し

た場合 

承継した日から 

３０日以内 

６ 特定施設使用廃止届 

（法定様式第１１） 
特定施設の使用を廃止した場合 廃止の日から３０日以内 

７ 

公共下水道使用開始（変更）届 

（法定様式第４） 

１日の最大汚水排水量が５０㎥以上の

場合、届出の必要な水質に該当する場合 

届出をした後、水質や水量に変更があっ

た場合 

８ 
公共下水道使用開始届 

（法定様式第５） 

法定様式第４に該当しない特定事業場

が公共下水道を使用する場合 

下記届出の必要な水質に該当する場合 

使用を開始する前まで 

 

    

※公共下水道使用開始（変更）届の必要な水質 

項  目 該当水質 

水素イオン濃度（ｐＨ） ５．７以下又は８．７以上 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） ３００ mg/L以上 
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浮遊物質量（ＳＳ） ３００ mg/L以上 

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

鉱油類含有量 

動植物油脂類含有量 

 

５ mg/Lを超える 

３０ mg/Lを超える 

温度 ４０ ℃以上 

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １２５ mg/L以上 

窒素含有量 １５０ mg/L以上 

燐含有量 ２０ mg/L以上 

その他の項目 下水排除基準を満足しない 

    

    

１－２１－２１－２１－２    届出対象事業場の調査届出対象事業場の調査届出対象事業場の調査届出対象事業場の調査    

    

法及び条例により、「公共下水道使用開始（変更）届」（法定様式第４）、「特定施設設置届出書」（法

定様式第６）、「特定施設使用届出書」（法定様式第７）の届出の義務が課される事業場を「届出対象事

業場」として把握する。 

 

(1) 調査の時期調査の時期調査の時期調査の時期    

届出対象事業場の調査は、次に掲げる事項のいずれかが発生したときに実施する。 

ア．公共下水道の供用開始の公示がなされたとき 

イ．特定施設の追加指定がなされたとき 

ウ．特別の目的により調査を行う必要があるとき 

 

(2) 調査の方法調査の方法調査の方法調査の方法    

ア．事業場の抽出 

届出対象の事業場であるか否かは、特定施設の有無及び排除する下水の水量若しくは水質による

ため、次に掲げる資料に基づいて、事業場の名称・業種・製品等からそれらを推定する。 

① 水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿 

② 商工会議所の名簿 

③ 各種組合団体の名簿 

④ 住宅地図及び大分市公共下水道台帳総合システム 

⑤ 電話帳 

⑥ 水道料金情報 

⑦ インターネット及びホームページ 

 

イ．その他 

条例第４条第１項に基づく「大分市排水設備等計画確認申請書」が提出された段階で特定事業

場等に該当する可能性があるものについては、事業主に確認を行う。 

特定施設の設置がない場合でも、その水質及び日最大の排出汚水量に注意し、必要に応じて、「公

共下水道使用開始（変更）届」（法定様式第４）の提出を指導する。特定施設の場合の添付資料は、

特定施設の届出書を参照することで省略できるが、特定施設の届出がない場合は、添付資料が必

要となるので注意すること。特に除害施設の詳細が必要。 
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ウ．現地調査 

抽出で判明した届出対象事業場の詳細は、必要に応じ現地を訪問し実態把握をするとともに、

届出義務や水質規制制度を説明する。 

 

 

１－３１－３１－３１－３    届出事務届出事務届出事務届出事務    

 

(1) 届出書の提出届出書の提出届出書の提出届出書の提出    

届出書は、図面等の確認が必要な場合もあるので、原則として申請者に持参させる。ただし、やむを

得ない場合は、郵送等でも受け付ける。届出書は、正本にその写し１通を添えて提出させる。届出内容

の審査を行い、審査結果についての決裁後、写しについては申請者に返却し、自己の行った届出内容を

把握させる。 

届出時期を過ぎた場合は申請者に来庁を指示し口頭注意を行い、「遅延理由書」（様式なし）を提出さ

せる。 

 

(2) 事前協議事前協議事前協議事前協議    

届出時期以前であっても、建築確認申請、開発協議等で特定施設の設置等が確認できた場合は、水質

規制についての説明を行い、できるだけ早い時期に事前協議を行う。 

このときに、水質汚濁防止法での届出が必要なことも伝える。また、すでに届出を提出しているか確

認する。 

特定施設使用届の対象の場合で、特定事業場が下水の接続工事に合わせて、中和槽等の除害施設を設

置したり、改造したりする場合は、工事着工前に事前協議を行った上で、接続後「特定施設使用届」（法

定様式第７）を提出するものとする。 

 

(3) 形式審査形式審査形式審査形式審査    

受付の際、直ちに形式的要件について審査を行う。主に次に規定する事項について確認する。 

ア． 申請者が適正であるか（法人の場合は法人の代表者でなければならない）。また、押印がなさ

れていること。 

イ． 申請者が工場長等の場合、必要に応じて代表者の委任状の添付を求める。 

ウ． 該当する届出書の様式別紙１から５及び様式その他資料・図面・添付書類等必要書類がそろっ

ていること。 

エ． 必要な記載事項の記入漏れがないこと。 

オ． 届出書の種類と届出時期の確認。 

カ． 氏名変更等届・承継届については、届出の内容が適正であるか確認するため、必要により登記

簿（写）の添付を求める。 

 

(4) 受理受理受理受理    

ア．形式的要件の整っている届出書は直ちに受理する。 

 

イ．「特定施設設置届出書」（法定様式第６）及び「特定施設の構造等変更届出書」（法定様式第８）

は受付後、形式上要件に適合していれば、決裁の上「受理書」（法定様式第９）を発行する。そ

の後、内容を審査し、決裁の上「審査の結果について」（様式外）を交付する。併せて届出書の

副を返却する。 

 

ウ．その他の届出書については、「受理書」は発行しないが、届出内容に不備が無いかその場で確認

を行う。受付の証明として、受付印を押した届出書をコピーし、申請者に渡す。 
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エ．特定施設受付簿に必要事項を記入する。 

① 整理番号（新規事業場の場合は新番号、既設事業場の場合は事業場台帳で番号を記入） 

② 処理区 

③ 排水量（日平均） 

④ 汚水の処理方法 

⑤ 立入検査区分（第４章 排除基準の遵守及び立入検査 参照） 

 

 

１－４１－４１－４１－４    概要書の作成概要書の作成概要書の作成概要書の作成    

    

受理した届出書については、除害施設の技術的な検討を中心に審査を行う。 

内容審査を行うにあたり、概要書を作成し技術的な評価を行う。技術審査内容は誰が読んでもわかる

ように記載し、概要書に記載する内容は以下のとおりとする。 

 

１ 事業場名と所在地 事業場名（工場名や店舗名）及び親会社名を記入する。 

所在地は公共下水道台帳図を添付する。 

２ 届出の主旨 今回の届出理由と届出の種類を記載する。 

３ 施設の使用形態 作業時間と排水時間を記載する。 

４ 特定施設等に係る検討 特定施設や除害施設の新設・変更・廃止を一覧表で整理し、事業

場内の施設を把握する。また使用薬品・原材料（素材）及び使用

量を詳細に調べ、届出上の除害施設で処理が可能であるか、継続

して下水排除基準を超えるおそれについて検討する。 

５ 排水処理等に係る検討 排水系統・水質・水量及び委託処分等を記載する。発生源施設か

ら排出される排水がどのような水質・水量であるのかを詳細に記

載し、排水処理施設に流入する水量から処理系統別に滞留時間や

反応時間等を計算し、届出書の排水処理方法が適切か否かを検討

する。また、委託処分は排水処理工程等で発生した廃棄物の種類

と発生量を記載し、処理･処分を行う業者名と処理･処分内容を記

載する。 
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２．２．２．２．審査審査審査審査    

 

２－１２－１２－１２－１    特定施設に関する審査基準特定施設に関する審査基準特定施設に関する審査基準特定施設に関する審査基準    

    

特定施設の審査は次により行う。 

 

(1) 特定施設の構造特定施設の構造特定施設の構造特定施設の構造    

ア．特定施設及びこれに関連する諸施設は、作業性及び安全性を十分に考慮した配置であること。 

イ．特定施設及びこれに関連する諸施設は、汚水が地下に浸透しない構造とする。特に有害物質の

地下浸透を防止できる構造であること。 

ウ．汚水の集水方法として、床全面を排水路として使用することを避け、導水路・導水管を設置す

る。 

エ．特定施設は、有害物質の排出を最小限に抑える構造であること。 

オ．排水系統は排水の種類に応じて完全に分離する。ただし、排水処理に支障をきたすおそれがな

い場合は、この限りではない。 

 

(2) 特定施設の使用方法特定施設の使用方法特定施設の使用方法特定施設の使用方法    

ア．特定施設の使用は、有害物質の総量を最小に出来る方法であること。また、有害物質を含む排

水は水量及び水質を平均化できるように使用の方法を工夫する。 

イ．特定施設において使用する薬品は、極力有害物質を含まないものを使用する。他に方法がなく、

やむを得ずこれらの物質を含む薬品を使用するときは、可能な限り低濃度のものを使用し、か

つこれらの物質の排除は、必要最小限に抑える工夫をする。 

ウ．間接冷却水等有害物質を含有しない排水は、支障のない限り循環再利用を考えること。 

エ．汚水の処理に支障をきたすおそれのある物質の使用は避ける。 

 

 

２－２２－２２－２２－２ 除害施設に関する基準除害施設に関する基準除害施設に関する基準除害施設に関する基準    

 

除害施設の審査は次により行なう。 

 

(1) 基本事項基本事項基本事項基本事項    

ア．除害施設等の設置計画にあたっては、工場の将来計画・用水の使用状況・各工程より生じる排

水の性状等を総合的に検討し、最も合理的で経済的な処理方法を選定すること。 

イ．処理水は、法及び条例に定められている排除基準に適合すること。 

ウ．処理方法は出来るだけ単純で、維持管理が容易であること。 

エ．新開発技術による処理方法を採用する場合は、実際の排水又は類似の排水を用いた実験結果を

提出させる。 

オ．汚泥発生量の減少又は有価物の回収が図られること。 

カ．除害施設の各処理槽及び付属機器類は処理すべき排水の量及び水質の変化に十分対応出来る容

量・堅牢性・耐久性・耐腐食性を有する構造となっていること。 

 

(2) 処理の方法等に関処理の方法等に関処理の方法等に関処理の方法等に関する基準する基準する基準する基準    

 除害施設の処理方式、施設基準等の基準は、「事業場排水指導指針」（社団法人日本下水道協会発行 

２００２年）等を参考にすること。 
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２－３２－３２－３２－３    内容審査の期間内容審査の期間内容審査の期間内容審査の期間    

 

「特定施設設置届出書」及び「特定施設の構造変更届出書」は受理後できる限り早期に書類の内容審

査を実施する。審査に時間を要する場合でも届出書を受理した日から３０日までを審査実施期間の目安

とする。 

 

 

２－４２－４２－４２－４    実施の制限の期間短縮実施の制限の期間短縮実施の制限の期間短縮実施の制限の期間短縮    

 

法第１２条の３第１項又は法第１２条の４の規定による申請者が実施の制限の期間短縮を希望する

時は、決裁後「審査の結果について」（様式外）を交付する。 

  

 

２２２２－５－５－５－５    計画変更命令等計画変更命令等計画変更命令等計画変更命令等    

 

「特定施設設置届出書」（法定様式第６）及び「特定施設の構造変更届出書」（法定様式第８）の内容

により、排除基準を超える恐れがあるなど相当でないと認められる時は、申請者にその理由を説明した

上で修正等を指示する。 

特定事業場からの下水の排除の制限（法第１２条の２第１項の政令で定める基準及び同条第５項の規

定による基準）に適合しないと認められる申請者が、この指示に応じない時は計画変更命令を行う。計

画変更命令では対応できない届出内容の時は計画廃止命令を行う。これらについては、行政手続法及び

大分市行政手続条例に基づき対応する。 

特定事業場からの下水の排除の制限に適合するかの判断が難しい場合は、排水基準の超過が認められ

た際に「改善命令」等の行政処分がある旨説明し、監視を行う事とする。 

 

※※※※「特定施設使用届出書」（法定様式第「特定施設使用届出書」（法定様式第「特定施設使用届出書」（法定様式第「特定施設使用届出書」（法定様式第７７７７）について）について）について）について    

 特定事業場が新たに下水道に接続した場合、又は接続済みの事業場が新たに特定事業場になった場合

には、「公共下水道を使用することになった日から３０日以内、特定施設となった日から３０日以内」

に「特定施設使用届出書」（法定様式第７）を提出することとなっている。そのため接続工事前の審査

ができない。 

 これについては「排水設備等計画確認申請書」提出時、又は公共下水道に接続が決まった段階で事前

協議を行い、上記と同等に審査し、排除基準を遵守できるよう指導を行う。 

 

 

２－６２－６２－６２－６    完了検査完了検査完了検査完了検査    

 

完了検査は、工事等の実施内容が届出書の内容と一致するかを確認すると共に、当該事業場から排除

される下水の水質が下水排除の制限に係る水質の基準に適合しているかを検査する。届出書の内容と現

実に行われた工事等の内容が一致しない場合は工事の再施工、又は「特定施設の構造変更届出書」（法

定様式第８）の提出を求める。
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第３章第３章第３章第３章    周知・広報・指導周知・広報・指導周知・広報・指導周知・広報・指導    

 

１．１．１．１．    指導対象事業場指導対象事業場指導対象事業場指導対象事業場    

 

法及び条例に定める下水排除基準に適合しない水質の下水を排除するおそれのある事業場を「指導対

象事業場」として指導及び監視の対象とする。 

 

    

２．２．２．２．    水質規制内容の周知・広報水質規制内容の周知・広報水質規制内容の周知・広報水質規制内容の周知・広報    

 

水質規制の内容に関して正しい知識を持つ事により、行政の行う指導に対して理解を示すようになる。

従って、あらゆる機会をとらえて、水質規制の内容を周知・広報するように努める。 

 周知・広報の方法は次により行う。 

 

ア．地域或いは業種別に必要に応じ説明会を開催する。 

イ．供用開始の際に説明する。 

ウ．各種届出の際に説明する。 

エ．立入検査の際に説明する。 

オ．ホームページ等で広報する。 

 

必要に応じ「工場・事業場排水の手引き」等のパンフレットを使用し行う。 

 

 

３．３．３．３．    水質改善の指導水質改善の指導水質改善の指導水質改善の指導    

 

(1) 水質改善の方法水質改善の方法水質改善の方法水質改善の方法    

   除害施設を設置していない事業場に対しては、まず次の各項の水質改善措置を検討させる。 

 

ア．製造方法・工程等の変更 

生産設備及び関連機器の構造・運転方法・使用時間・設置場所等を検討する。 

イ．原材料・使用薬品の変更又は節減 

製造工程で使用する材料・薬品の変更又は節減を検討する。  

ウ．廃水の再利用又は有用物質の回収 

廃水を原材料として再利用することや、廃水中の有用物質を回収再利用することを検討する。 

エ．濃厚廃液の委託処分： 

濃厚廃液をポリタンク等で回収し、産業廃棄物処理業者に処理を委託することを検討する。 

  

 これらの措置を行うことによって、汚濁負荷を軽減させることが出来、かつ下水排除基準を満足でき

る可能性がある。 

 

(2) 未規制物質に対する指導未規制物質に対する指導未規制物質に対する指導未規制物質に対する指導    

生物処理では処理しにくい難分解性ＣＯＤ物質、色素により水資源再生センター（終末処理場）が悪

影響を受けている場合には、次により事業場を指導し、改善策を検討してもらう。 

 

ア．事業場に対して、排除水に原因となる物質が含まれていること、及びその原因となる物質がど

の部分で排出されるかを指導する。 
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イ．原因となる物質等が薬品・原材料に含まれる時は、別の薬品・材料に変更できるかどうかを事

業場に検討を依頼する。 

ウ．原因となる物質等を含む排水の回収や別途処理等の可能性を事業場に検討を依頼する。 

エ．イ及びウでは解決できない場合は、原因となる物質等を処理する除害施設の新設等を事業場に

検討を依頼する。 

 

 

４．４．４．４．    除害施設の設置指導除害施設の設置指導除害施設の設置指導除害施設の設置指導    

 

 前記の水質改善措置では対処できない除害施設の未設置事業場に対しては、除害施設の設置を指導す

る。設置指導は処理方法・設置費用・設置場所等を指導する。 

 また、水処理専門業者にも、当該事業場に見合った方法による処理を検討させる。 

 

(1) 設置費用設置費用設置費用設置費用    

資金難の時は各種融資制度の説明をし、積極的な利用を促す。 

 

(2) 技術指導技術指導技術指導技術指導    

除害施設の設置計画に関する事業場の技術指導は、「第２章 特定施設の設置等の届出及び審査」

に基づき行う。 

 

 

５．５．５．５．    除害施設設置事業場の指導除害施設設置事業場の指導除害施設設置事業場の指導除害施設設置事業場の指導    

 

(1) 除害施設を既に設置している事業場に対しては、パンフレット「工場・事業場排水の手引き」等に

より、適正な維持管理を行うよう指導する。 

 

(2) 既設の除害施設では処理が十分出来ない事業場に対しては、「４．除害施設の設置指導」に基づいて

施設の増設・改造等を行うように指導する。 

 

 

６．６．６．６．    水質測定義務の指導水質測定義務の指導水質測定義務の指導水質測定義務の指導    

 

特定施設の届出時や特定施設立入検査時等に、法第１２条の１２に定める水質測定義務を説明する。 

水質測定の項目・回数等の詳細については、別途定める「特定事業場の水質測定義務に関する指導指

針」に従う。 

 

 

７．７．７．７．    事故時の措置の指導事故時の措置の指導事故時の措置の指導事故時の措置の指導    

 

特定施設の届出時や特定施設立入検査時等に、法第１２条の９に定める事故時の措置を説明する。連

絡体制、緊急時の対応等の詳細については、別途定める「大分市有害物質等流入時事故対応マニュアル」

に従う。 
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８．８．８．８．    報告の徴収報告の徴収報告の徴収報告の徴収    

 

公共下水道を適正に管理するために、法第３９条の２の規定により事業場から当該事業場及び除害施

設又はその排除する下水の水質に関し必要に応じて報告を徴収する。 

 

９．９．９．９．    指導の記録指導の記録指導の記録指導の記録    

 

事業場への指導内容は、速やかに「排水指導記録簿」（様式Ａ）に記録する。
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第４章第４章第４章第４章    排除基準の遵守及び立入検査排除基準の遵守及び立入検査排除基準の遵守及び立入検査排除基準の遵守及び立入検査    

 

１．１．１．１．排除排除排除排除基準基準基準基準の遵守の遵守の遵守の遵守    

    

        事業者は公共下水道管理者の検査の有無にかかわらず、自主的に排水の管理を行い、常に法第１２

条、第１２条の２、第１２条の１１及び条例第１０条、第１０条の２、第１０条の３に規定する排除

基準に適合した下水を下水道に排除しなければならない。 

 

 

２．２．２．２．立入検査立入検査立入検査立入検査    

    

(1) 検査の目的検査の目的検査の目的検査の目的    

事業場による除害施設の運転管理を監視するため、公共下水道の維持管理に影響を及ぼす悪質下水を

排除する事業場に対して、法第１３条の規定する立入検査を行うこととする。 

     

※※※※重点検査重点検査重点検査重点検査    

事業場排水の立入検査は、公共下水道に及ぼす影響が大きいと考えられる事業場から順次重点的に行

うものとする。 

事業場の業種・排水量・規制対象項目・水質管理状況等に基づいて事業場を区分し、下水施設の保護、

処理場放流水の水質の確保等に与える影響の大小によって、立入検査回数を段階的に変えた重点検査を

実施する。 

 

(2) 立入検査の回数立入検査の回数立入検査の回数立入検査の回数 

立入検査回数は、前項による事業場の区分により、次表を目安とする。 

ランク 対象事業場 立入検査回数 

A ・有害物質を排除する事業場で、排除量が５０㎥/日以上のもの 年に３回以上 

B 
・有害物質を排除する事業場で、排除量が５０㎥/日未満のもの 

・環境項目等を排除する事業場で、排除量が５０㎥/日以上のもの 
年に２回以上 

C 

・有害物質を排除する事業場（７１の２科学技術に関する研究、試験、

検査又は専門教育を行う事業場）で、排除量が５０㎥/日未満のもの 

・環境項目等を排除する事業場で、排除量が５０㎥/日未満のもの 

年に１回以上 

D ・排水設備免除事業場 ２年に１回以上 

E ・ディスポーザ排水処理システム設置施設 ３年に１回以上 

  F ・その他 適時 

 

特定施設番号７１自動式車両洗浄施設を設置する事業場及び６７洗たく業の用に供する洗浄施設を

設置する事業場（テトラクロロエチレンを使用する事業場を除く）で、排除量が５０㎥/日未満の場合

は下水道施設への影響は軽微と考えられることから、ランク F とし必要により監視を行う。 

 なお、特定施設については、特定施設一覧（別表２）のとおり。 

 

有害物質とは、法施行令第９条の４第１項に掲げる項目（ただし第２８項から３３項までを除く）、 

環境項目等とは、法施行令第９条の５第１項に掲げる項目及び法施行令第９条の４第１項第２８項から

３３項までとする。 
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※※※※立入立入立入立入検査検査検査検査回数の増減回数の増減回数の増減回数の増減等等等等    

１ 立入検査により排除基準違反を繰り返す事業場については、この立入検査回数にかかわらず立入

検査を実施する。 

２ 下水道法第１２条の１２の規定による水質測定について測定結果の報告を求めた際、報告のない

事業場は、立入検査回数にかかわらず立入検査を実施する。 

３ 過去５年の間に排除基準違反が認められない事業場については、立入検査回数を減らすことがで

きる。 

４ 下水道法第１２条の１２の規定による水質測定について、測定結果の報告を求めた際、期限内に

報告がありかつ排除基準違反が認められない事業場は、立入検査回数を減らすことができる。 

 

(3) 検査の種類検査の種類検査の種類検査の種類 

立入検査には以下の種類がある。 

ア． 定期採水調査 

イ． 臨時立入採水検査 

ウ． 基準超過の指導に伴う立入検査（原因調査等） 

エ． その他の立入検査 

 

(4) 検査の人員等検査の人員等検査の人員等検査の人員等 

原則、監視は２人以上１組で行うものとする。交通量の多い路上等での採水等を伴う場合は、危険防

止等を考慮し、３名以上が望ましい。 

 

(5) 検査時に携帯するもの検査時に携帯するもの検査時に携帯するもの検査時に携帯するもの 

主に以下のものが必要になる。必要に応じて事前調査等を行い準備する。 

ア． 職員証及び身分証明書 

イ． 審査を行おうとする事業場の届出書又は概要書 

ウ． ます開け・採水道具 

 

(6) 検査の手順等検査の手順等検査の手順等検査の手順等 

 

ア．ア．ア．ア．    検査検査検査検査の手順の手順の手順の手順    

事業場への立入検査は、次の手順で行う。 

① 原則、事前通知は行わない。 

② 事業場へ立ち入る際には、検査の趣旨を簡潔に説明する。また、常に職員証及び身分証明

書を携帯し、事業場側から要請があった時はこれを提示する。 

③ 事業場の除害施設管理責任者等を立ち合わせて、排水管理に関する事項を検査する。 

    ａ 届出書の図面等の記載事項と現状に相違がないか。 

    ｂ 特定施設・除害施設が適正に管理されているか。 

    ｃ 排水の水質が基準に適合しているか。 

    ｄ 薬品の使用状況について確認する。 

 

イ．イ．イ．イ．    検査事項検査事項検査事項検査事項    

立入検査における調査事項は、事業場の規模・特定施設の設置状況等によって異なる。従って、

次の各事項から必要なものを選んで適宜調査を実施する。 

① 特定施設の設置及び使用状況 

② 除害施設の運転管理状況 

③ 廃液・汚泥等の処理処分状況 

④ 水質検査結果・除害施設の運転日報・月報及び定期点検票の記録状況 
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ウ．ウ．ウ．ウ．    検査後の措置検査後の措置検査後の措置検査後の措置    

立入検査の結果、事業場に対して指示する事項がある時は、口頭により指示し、必要に応じて

指示事項を記した文書の通知を後日、行うものとする。 

指示した事項については、軽微なものを除き、期限を定めて報告書等の提出を求める。 

 

エ．エ．エ．エ．    検査の記録検査の記録検査の記録検査の記録    

立入検査後は、当該調査に基づく指導及び措置の内容を、「立入検査票（様式Ｂ）」に記録する。 

 

(7) 採水採水採水採水 

下水道排除基準を遵守しているかどうかを確認するため、下水の採水を行い、水質測定を行う。基 

準を超過している場合は、「第５章 行政指導」に従って行政指導を行う。 

 

ア．ア．ア．ア．    採水場所採水場所採水場所採水場所    

原則、「公共ます」で行う。屎尿等の混入が激しいために、水質測定の対象とする物質・項目

の測定が困難になる場合や事業場の維持管理状況を確認しにくい場合及び維持管理状況を確認

するうえで必要な場合には、事業場と協議を行い、「最終槽」等で採水を行う。 

 

イ．イ．イ．イ．    採水の時間採水の時間採水の時間採水の時間    

測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に行う。また、必要に応じて維持

管理状況を確認できる時間に行う。 

 

ウ．ウ．ウ．ウ．    採水の手順採水の手順採水の手順採水の手順    

① 採水計画：水質測定機関と調整しながら年間計画を作成する。年間計画にそって、各月の

測定計画を立てる。 

② 事前調査：採水を行う事業場について、事業場台帳等により調査を行う。必要に応じて現

地調査を行う。 

③ 採水準備：採水瓶等へのラベル貼り・採水器具の準備・水質測定機関との調整を行う。 

④ 通知：事業場に到着した時は、立入検査に来た旨の声をかける。 

⑤ 説明：採水の主旨等の説明を担当者等へ行う。 

⑥ 採水：原則、担当者等に立ち会ってもらう。測定項目に適した採水瓶等か確認を行いなが

ら、周辺に十分に注意を払う。 

⑦ 記録：採水箇所・検体の写真を撮影し、時刻を記録する。 

⑧ 持ち込み：水質測定機関へ検体を持ち込む。欠測・測定項目の変更を伝える。 

⑨ 片付け：採水器具等の洗浄・片付けを行う。容器等については、測定終了後に行う。 

 

エ．エ．エ．エ．    異常排水時の措置異常排水時の措置異常排水時の措置異常排水時の措置    

採水時に、排水の色・臭い・簡易検査（ｐＨ試験紙・パックテスト等）によって、悪質下水

の排除が確実と考えられる場合は、除害施設管理責任者を立ち会わせて排水の状態を確認させ

た上で、悪質下水の排除を停止する等必要な応急措置を行うよう指示する。 

また、その原因・水質改善結果を早急に報告させる。 

 

オ．オ．オ．オ．    採水の記録採水の記録採水の記録採水の記録    

採水後は、採水場所・下水の様子・除害施設の状態について、採水記録簿及び「排水指導記

録簿（様式Ａ）」に記入し、写真とともに保存する。 

 

カ．カ．カ．カ．    その他詳細その他詳細その他詳細その他詳細    

その他、採水に係る詳細については、「事業場排水指導指針」（社団法人日本下水道協会発行 
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 ２００２年）を参照する。 

 

(8) 採水採水採水採水 

 

ア．ア．ア．ア．    水質測定の実施水質測定の実施水質測定の実施水質測定の実施    

立入検査及び排水検査で採取した事業場排水は、速やかに「下水の水質の検定方法に関する

省令」（昭和３７年１２月１７日厚生省令、建設省令第１号制定、昭和４９年１０月２４日厚生

省・建設省令１号改正）に規定する方法で水質の測定を行うことができる測定機関に依頼する

（通常は環境対策課 環境分析室）。 

水質測定を民間の分析業者に委託するときは、次の点に留意する。 

① 検体がどこの事業場からの排水か知られない措置を講じる。 

② 水質測定は、結果を得るまでに日数を要する場合が多いので、契約条件の中で依頼日から

結果報告までに一定の日数を設定する。 

③ ただし、排除基準を超えたものについては、早急に事業場に排水停止等の処置を講じる必

要があるため、電話等により概要を連絡させる。 

 

イ．イ．イ．イ．    測定結果の記録測定結果の記録測定結果の記録測定結果の記録    

事業場排水の水質測定結果は、「水質測定結果書（様式Ｃ）」に記録する。 

 

ウ．ウ．ウ．ウ．    測定結果の通知測定結果の通知測定結果の通知測定結果の通知    

水質分析結果を集約し、決裁後（課長決裁）、速やかに「水質検査結果通知書（様式第１号）」

により事業場に通知する。 

 

エ．エ．エ．エ．    排除基準を超過したものの措置排除基準を超過したものの措置排除基準を超過したものの措置排除基準を超過したものの措置    

排除基準を超過したものについては、「第５章 行政指導」に従い行政指導を行う。また、行

政指導に従わない場合、極めて悪質で公共下水道への影響が大きい場合には、「第６章 行政処

分」に従い行政処分を行う。
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第５章第５章第５章第５章    行政指導行政指導行政指導行政指導（行政手続法第３６条に基づく行政指導指針）（行政手続法第３６条に基づく行政指導指針）（行政手続法第３６条に基づく行政指導指針）（行政手続法第３６条に基づく行政指導指針）    

 

１．１．１．１．    行政指導の適用基準等行政指導の適用基準等行政指導の適用基準等行政指導の適用基準等    

 

(1) 行政指導の適用について行政指導の適用について行政指導の適用について行政指導の適用について    

「違反」とは、公共ますでの採水において、排除基準値を超えたものをいう。ただし、特定事業場に

ついては違反のおそれが明らかである場合にも行政指導を行う。また、最終槽等での採水についても、

その水質により明らかに公共下水道へ流入する排水が下水排除基準を超えると判断できる場合は、行政

指導を行う。 

 行政指導の適用については、公共下水道施設の保護・放流水の水質確保を目的とし、申請者に過剰な

負担を与えるような指導にならないように留意する。 

    

(2) 行政指導の種類について行政指導の種類について行政指導の種類について行政指導の種類について    

この基準で対象とする行政指導は、次の表に掲げるものとし、各指導に定めるところにより行うもの

とする。 

 

行政指導 交付文書 指導内容 

注意 
注意書 

（様式第２号） 

注意書を交付した日から２週間以内に違反の原因及び改善対策を

含む報告をするよう指導する。 

改善対策については、交付した日から概ね１ヶ月以内に完了し、

完了後排水の水質検査を行い、「完了報告書」（様式無し；代表者印

必要）に測定結果を添え提出するよう指導する。 

必要に応じて、排水処理施設の維持管理の徹底等、改善計画に関す

る資料の提出を求める。 

 注意後に、さらに改善効果がみられず同じ項目での違反が２年の

間に繰り返された場合には、勧告とする。 

勧告 
勧告書 

（様式第３号） 

勧告書を交付した日から２週間以内に違反の原因及び改善対策を

含む報告をするよう指導する。 

 なお、排水処理施設等の改善対策を行う場合は、その内容を記載

した「改善計画書」（様式第５号）を交付した日から２週間以内に提

出するよう指導する。 

改善対策については、交付した日から概ね１ヶ月以内に完了し、

完了後排水の水質検査を行い、「改善措置完了届（様式第６号）」に

測定結果を添え提出するよう指導する（改善内容によっては、計画

に対する「特定施設の構造等変更届」が必要になる）。 

勧告後に、さらに改善効果がみられず同じ項目での違反が２年の

間に繰り返された場合には、警告とする。 

警告 
警告書 

（様式第４号） 

違反の原因及び具体的な改善対策を検討し、改善対策を記載した

「改善計画書」（様式第５号）を警告書を交付した日から 2週間以内

に提出させる（改善内容によっては、「特定施設の構造等変更届」が

必要になる）。 

改善措置については、交付した日から概ね１ヶ月以内に完了し、

完了後排水の水質検査を行い、「改善措置完了届（様式第６号）」に

測定結果を添え提出するよう指導する。 

警告後に、さらに改善効果がみられず同じ項目での違反が２年の

間に繰り返された場合には、行政処分を検討する。 
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(3) 違反の程度の区分の決定について違反の程度の区分の決定について違反の程度の区分の決定について違反の程度の区分の決定について    

水質検査の結果、排除基準違反が認められた時は、行政指導区分表（別表１）によるものとする。

ただし、下水道へ与えた影響・過去の指導経過・事業場規模等を勘案して課内で協議の上、区分の変

更（経過観察等）を行うことができる。また、故意による違反や公共下水道に与える影響が極めて大

きい違反についても、部内で協議し区分の変更（強化等）を行うことができる。 

 

(4) 行政指導行政指導行政指導行政指導のののの決裁区分について決裁区分について決裁区分について決裁区分について    

注意、勧告、警告の専決区分は部長決裁。 

（大分市事務決裁規程第４条別表第１ 共通専決事項「３ 文書その他に関する事項」第１６号） 

 

 

２．２．２．２．改善期限について改善期限について改善期限について改善期限について    

 

改善については、速やかに行うものとする。目安として、改善を必要とする事項が単なる維持管理上

の問題である等、改善の期間又は費用等が比較的かからないような場合には、文書交付した日から２週

間以内に違反の原因及び改善対策を報告させる。改善措置後は排水の水質検査を行い、測定結果を添え、

文書交付した日から概ね１ヶ月以内に完了報告書又は改善措置完了届を提出させる。 

施設の増改築等の構造変更や機械の購入等に経費、期間等要する場合には１～３ヶ月程度を設定する。

なお、改善に長期期間を要する場合には、改善途中の経過について報告するよう指示する。 

 

 

３．改善されるまでの措置３．改善されるまでの措置３．改善されるまでの措置３．改善されるまでの措置についてについてについてについて    

 

 改善期間中であっても下水排除基準に違反した下水を排除することがないように、次のような措置を

行わせる。 

 

ア． 製造方法又は製造工程等の変更 

イ． 製造工程で使用する原材料、使用薬品の変更又は減少 

ウ． 廃液の回収 

エ． 委託処理 

 

また、改善に３ヶ月以上を要する場合は、排除している汚水を１ヶ月に１回以上、下水の水質検定方

法に関する省令（昭和３７年１２月７日厚生省・建設省令１号制定、昭和４９年１０月２４日厚生省・

建設省令１号改正）による試験方法（以下「下水試験方法」という。）により水質検査をさせ、改善経

過を１ヶ月ごとに報告するよう指導する。 

 

 

４．水質分析結果書について４．水質分析結果書について４．水質分析結果書について４．水質分析結果書について    

 

水質分析結果書については、計量証明されたもの。または、下水試験方法により水質分析されたもの

とする。 

 

５．５．５．５．改善確認について改善確認について改善確認について改善確認について    

 

改善対策が完了した時点で完了報告書又は改善措置完了届を提出させる。完了報告書又は改善措置完

了届に記載する事項は以下のとおりとする。 
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ア． 改善措置の具体的な内容 

イ． 完了年月日 

 

完了報告書又は改善措置完了届が提出された後、完了検査を行い、改善が完了していることを確認

する。また水質については、完了検査と同時若しくは日を改めて採水及び水質分析を行う。水質分析

の結果、基準の適合が確認できたら、改善指導を完了とする。 

検査担当職員は「改善確認調査記録（様式Ｄ）」を作成し、部長へ報告を行うものとする。 
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第第第第６６６６章章章章    行政処分行政処分行政処分行政処分（行政手続法第１２条第（行政手続法第１２条第（行政手続法第１２条第（行政手続法第１２条第１１１１項に基づく処分基準）項に基づく処分基準）項に基づく処分基準）項に基づく処分基準）    

 
１．１．１．１．行政処分の基準行政処分の基準行政処分の基準行政処分の基準    

 

(1) 行政処分の適用について行政処分の適用について行政処分の適用について行政処分の適用について    

法第１２条の２第１項及び条例第１０条、第１０条の２、第１０条の３で定める排除基準に適合しな

い下水を排除するおそれがあると認められる場合には、法第３７条の２又は法第３８条第１項の規定に

基づく行政処分を行う。手続きにあたっては、「行政手続法」に従い、関係部署と連携をとり、十分検

討し行政処分を行う。 

 

(2) 行政処分の決済区分について行政処分の決済区分について行政処分の決済区分について行政処分の決済区分について    

 行政処分の専決区分は副市長決裁。 

 （大分市事務決裁規程第４条別表第１ 共通専決事項「３ 文書その他に関する事項」第１４号） 

 

２．２．２．２．行政処分の内容行政処分の内容行政処分の内容行政処分の内容    

 

(1) 法第３７条の２の規定に基づく行政処分法第３７条の２の規定に基づく行政処分法第３７条の２の規定に基づく行政処分法第３７条の２の規定に基づく行政処分    

 法第１２条の２第１項で定める基準及び条例第１０条で規定する排除基準に適合しない下水を排除

するおそれがあると認められるときは、法第３７条の２の規定に基づく改善命令、一時停止命令の行政

処分を行うことができる。 

 

  ア．ア．ア．ア．改善命令改善命令改善命令改善命令 

改善命令は、行政指導として警告を行ったが改善されず繰り返す場合や汚水の処理方法等の改

善指導に従わない場合。また、特定施設、除害施設等に構造上の欠陥があり、将来にわたり水質

違反を繰り返すおそれが予見される場合に行う。 

    改善内容は、 

① 特定施設の構造の改善（特定施設の型式・構造・能力等） 

② 使用の方法の改善（設置場所・使用時間間隔・1 日当たりの使用時間・特定施設を含む操業

の系統・特定施設を含む作業工程において使用する原材料の種類等） 

③ 汚水の処理の方法の改善（汚水の処理施設の設置場所・型式・構造・能力・処理方法等） 

 

  イ．イ．イ．イ．一時停止命令一時停止命令一時停止命令一時停止命令    

一時停止命令は、改善命令書で定める期限を過ぎても水質の改善がなされず、かつ、改善され

るまでの間、排除下水の水質を排除基準に適合させることが困難な場合、人の健康又は下水道施

設の維持管理に重大な影響を与えるおそれがあり、かつ、緊急を要する場合に行う。 

 

行政処分 交付文書 指導内容 

改善命令 

改善命令書 

（様式第７号） 

（様式第８号） 

具体的な改善対策を検討し、その対策を記載した「改善計画書」

（様式第５号）を、改善命令書を交付した日から２週間以内に提出

させる（改善内容によっては、「特定施設の構造等変更届」が必要

になる）。 

改善対策については、文書交付した日から概ね１ヶ月以内に完了

し、完了後水質検査を行い「改善措置完了届」（様式第６号）に測

定結果を添え提出させる。 

改善命令を行ったが改善されず、かつ、排除下水の水質を排除基

準に適合させることが困難な場合、人の健康または下水道施設の維
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持管理に重大な影響を与えるおそれがある場合には、一時停止命令

とする。 

一時停止 

命令 

一時停止命令書 

（様式第９号） 

（様式第１０号） 

改善命令で定める期限内で水質の改善が困難と認められる場合、

緊急に措置を講じる必要がある場合に改善命令と同時に期限を定

め命令する。 

下水排除基準以内で下水を排除できる状況になったと判断され

る場合など、一時停止命令の必要がなくなったと認められるとき

は、停止期間中であっても「一時停止解除通知書｣（様式第１１号）

により、当該一時停止命令の解除を行うこととする。 

 

(2) 行政処分の手続き行政処分の手続き行政処分の手続き行政処分の手続き    

改善命令又は一時停止命令は以下の手続きにより行う。 

 

ア．ア．ア．ア．水質測定の実施水質測定の実施水質測定の実施水質測定の実施    

当該下水の採水及び水質検査を行い、排除基準の適否の確認を行う。 

 

イ．イ．イ．イ．聴聞又聴聞又聴聞又聴聞又は弁明の機会の付与は弁明の機会の付与は弁明の機会の付与は弁明の機会の付与    

当該特定事業場に対して不利益となる改善命令又は一時停止命令の処分を行うときは、行政手

続法により、当該事業場にこの処分に対する聴聞又は弁明の機会を付与するものとする。聴聞又

は弁明の機会を付与するにあたっては、当該特定事業場に次の事項を書面により通知する。 

決裁区分は副市長決裁とする。（大分市事務決裁規程第４条別表第１ 共通専決事項「３ 文書

その他に関する事項」第１３号） 

① 予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項 

② 処分の原因となる事実 

③ 聴聞の期日及び場所又は弁明書の提出及び提出期限 

④ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地（聴聞の場合） 

 

ウ．ウ．ウ．ウ．行政処分の決定行政処分の決定行政処分の決定行政処分の決定    

聴聞または弁明の機会を付与した後は、速やかに行政処分を決定する。 

① 改善命令は、次の何れか又は両方について行う。 

   ａ 特定施設の構造若しくは使用方法の改善 

   ｂ 特定施設から排出される汚水の処理方法の改善 

② 一時停止命令は、次の何れか又は両方について行う。 

   ａ 特定施設の使用の停止 

   ｂ 公共下水道への下水の排除の停止 

 

エ．エ．エ．エ．命令書の交付命令書の交付命令書の交付命令書の交付    

決裁後、命令書は当該特定事業場の申請者を来庁させて直接手渡す。 

 

オ．オ．オ．オ．一時停止命令の解除一時停止命令の解除一時停止命令の解除一時停止命令の解除    

一時停止命令を行った場合に、当該特定事業場が迅速に対応し下水排除基準以内で下水を排除

できる状況になったと判断される場合など一時停止命令の必要がなくなったと認められるとき

は、停止期間中であっても直ちに「一時停止解除通知書（様式第１１号）」により解除する。 

 

(3) 法第３８条第１項の規定に基づく行政処分法第３８条第１項の規定に基づく行政処分法第３８条第１項の規定に基づく行政処分法第３８条第１項の規定に基づく行政処分    

 除害施設の設置等に係る下水排除基準に適合しない下水を排除した事業場に対しては、法第３８条第

１項の規定に基づき、違反の頻度又は程度によって監督処分の改善命令又は一時停止命令を行う。なお、
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法第３８条第１項に基づく監督処分としての改善命令等は、違反の事実がなければ命令を発することは

できない。 

改善命令、一時停止命令の内容及び手続きは、下水排除基準違反の特定事業場への法第３７条の２の

規定に基づく行政処分と同様に取り扱う。 
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第第第第７７７７章章章章    公共下水道流入水の水質異常時の公共下水道流入水の水質異常時の公共下水道流入水の水質異常時の公共下水道流入水の水質異常時の対応対応対応対応    

 

１．１．１．１．    事故時の措置事故時の措置事故時の措置事故時の措置    

 

特定事業場において、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質又は、

政令第９条の８で定めるものを含む下水が特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生

したときは、政令第９条の９で定める場合を除き、「大分市有害物質等流入事故対応マニュアル」に従

い行動する。 

措置・報告等については、事前に周知・指導し、特に影響が大きいと思われる事業場等には協議を行

い、スムーズな対応がとれるよう準備する。 

 

２．２．２．２．異常排水流入時の調査異常排水流入時の調査異常排水流入時の調査異常排水流入時の調査    

 

水資源再生センターやポンプ場又は接続点へ酸・アルカリ・廃油等が流入した時は、下水道施設課と

下水道営業課で連携し、次により調査を行う。 

 

(1) 調査調査調査調査    

調査は、排水の性状を水質分析により把握すると同時に流入した幹線の確認を速やかに行う。 

 

(2) 消防署等への連絡消防署等への連絡消防署等への連絡消防署等への連絡    

揮発性油が流入した時は、消防署等へ連絡する。 

 

(3) 原因者への措置原因者への措置原因者への措置原因者への措置    

調査により、原因者が明確になったときは、行政指導或いは行政処分により措置する。 

 

(4) 記録記録記録記録    

排水の性状及び調査結果については、「苦情調書（様式Ｅ）」に記録しておく。 

    

３．悪臭調査３．悪臭調査３．悪臭調査３．悪臭調査    

 

下水管渠等における悪臭の通報があった時は、下水道施設課と下水道営業課で連携し、次により調査

等を行う。 

 

(1) 調調調調査査査査    

調査は、最初に申立て人より悪臭の事情聴取を行うとともに、臭気の態様を確認する。次に、状況 

により幹線管渠の上流地区まで調査を行い、発生源を捜索する。 

ただし、申立て人の氏名等を明らかにしない。 

 

(2) 消防署、ガス会社への連絡消防署、ガス会社への連絡消防署、ガス会社への連絡消防署、ガス会社への連絡    

揮発性油又はガスと思われる時は、消防署又はガス会社へ連絡する。 

 

(3) 原因者への措置原因者への措置原因者への措置原因者への措置    

調査により、原因者が明確になったときは、行政指導又は行政処分により措置する。 

 

(4) 記録記録記録記録    

排水の性状及び調査結果については、「苦情調書（様式Ｅ）」に記録しておく。 
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第第第第８８８８章章章章    その他その他その他その他    

 

１．１．１．１．    下水道法第下水道法第下水道法第下水道法第１０１０１０１０条第条第条第条第１１１１項た項た項た項ただし書きの運用についてだし書きの運用についてだし書きの運用についてだし書きの運用について    

 

「大分市排水設備設置義務の免除の許可に関する要綱」（平成１５年１１月１日）及び「審査基準及

び標準処理期間」により行う。 

 また、立入検査・採水・指導等については、下水排除基準についての指導等に準じて行うものとする。 

 

 

 

 

 

附則  この基準は 平成２４年４月１日から施行する。 

 

    この基準は 平成２５年５月２５日から施行する。 

   

    この基準は 平成２６年１２月１日から施行する。 

 

    この基準は 平成２７年１０月２１日から施行する。 
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様式第１号 

                                 下 営 第     号 

  年  月  日 

 

 

            殿    

 

 

大分市公共下水道管理者         

                             大分市長 

                                  

水質検査結果通知書 

 

 

水質検査を実施した結果、次のとおりでしたので通知します。 

 

検査年月日   年  月  日 

採水場所  

検査結果 別紙のとおり 

検査結果に付する意見 

 

の項目について 

の基準を超えていました。 

原因の調査と対策の実施に努めるとともに、今後も水質悪化の防止

に努め、処理施設等の適切な維持・管理を継続し、良好な水質での放 

流をすること。 

担当部局 下水道営業課 排水設備担当班   電話０９７－５３７－５６４１ 
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様式第２号 

 下 営 第     号 

  年  月  日 

 

 

             殿    

 

大分市公共下水道管理者 

大分市長            

      

 

注意書 

 

貴事業場の排出水について  年  月  日に採水し、水質について検査したところ、                

の項目について 

の基準を超えていました。 

今後水質悪化の原因を究明し、処理施設等の適切な維持・管理を行い、水質の改善措置を講ずるよう

注意します。 

 

記 

 

 

改善指示事項 

 １．違反原因の調査結果、及び今後の対策について報告すること。 

 ２．改善措置後の排水について、水質の分析を行い、結果を報告すること。 

 ３．上記１．の報告期限は  年  月  日までとする。 

 ４．上記２．の報告期限は  年  月  日までとする。 

 

 

以上 
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様式第３号 

下 営 第      号 

  年  月  日 

 

 

            殿    

 

                            

大分市公共下水道管理者 

大分市長            

 

勧告書 

 

貴事業場の排出水について  年  月  日に採水し、水質について検査したところ、                

の項目について 

の基準を超えていました。 

今後水質悪化の原因を究明し、処理施設等の適切な維持・管理を行い、水質の改善措置を講ずるよう

勧告します。 

 

 

記 

 

 

改善指示事項 

１．違反原因の調査結果、及び今後の対策について  年  月  日までに報告すること。 

 なお、排水処理施設等の改善をする場合は、改善計画書を提出すること。 

２．改善措置が１ヶ月を超える際は、改善経過書及び水質の分析結果を添え１ヶ月ごとに報告するこ

と。 

 ３．改善措置後は改善措置完了届及び水質の分析結果を添え報告すること。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

以上 
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様式第４号 

下 営 第     号 

  年  月  日 

 

               殿    

 

 

                            大分市公共下水道管理者 

大分市長            

   

 

警告書 

 

 

当市において大分市        に所在する貴事業場から排出されている下水について水質検

査したところ、下記のとおりでした。 

これは                に定める下水排除基準を超えていましたので警告します。 

なお、改善措置を講じられない場合には、下水道法      に基づき改善命令又は一時停止命令

を行うことがあるので、厳重に注意すること。 

 

記 

 

１．排除下水の水質結果 

(１)採水年月日          年  月  日 

(２)分析結果 

水質項目  

分析結果  

下水排除基準  

採水場所  

 

２．改善指示事項 

(１)排除している下水が               に定める下水排除基準に違反するおそれが

なくなる除害施設の改善、その他必要な措置を    年  月   日までに講じること。 

(２)改善計画書を    年  月   日までに公共下水道管理者あてに提出し、改善期間中にお

いても暫定措置をして下水排除基準に違反しない水質の下水にして排除すること。 

なお、違反原因を明確にし、改善内容を明記すること。 
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様式第５号 

改善計画書 

 年  月  日 

 

 

大分市長            殿    

 

申請者 

住所 

氏名又は名称及び 

法人にあっては 

その代表者の氏名 

 

          

 

 

  年  月  日 下営第   号の     に対する下水の水質の改善措置を下記の通

り行い              に定める下水排除基準を遵守します。 

 

 

 

記 

 

１．違反の原因 

 

 

２．改善措置の具体的な内容 

 

 

３．改善措置完了予定年月日         年  月  日 

 

 

４．暫定措置の具体的な内容 
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様式第６号 

改善措置完了届 

 

 年  月  日 

 

大分市長            殿    

 

届出者 

住所 

氏名又は名称及び 

法人にあっては 

その代表者の氏名 

 

          

 

 

  年  月  日 下営第   号の     に対する水質の改善措置が下記の通り完了

したので届け出ます。 

 

 

 

記 

 

 

１．改善措置の内容 

 

 

２．完了年月日         年  月  日 

 

 

３．添付書類 
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様式第７号 

                                下 営 第     号 

                                    年  月  日 

 

 

          殿  

大分市公共下水道管理者 

                            大分市長  

 

改善命令書 

 

 

当市において大分市           に所在する貴事業場から排出されている下水について 

水質検査したところ、下記のとおり、      で定める下水排除基準に違反していることが判明

しました。 

 下水道法第３７条の２に基づき、   年  月  日までに除害施設の改善その他の必要な措置

を行い、下水排除基準に違反しない水質の下水にして排除することを命令します。 

 なお、改善計画を   年  月  日までに提出し、改善期間中においても暫定措置を行い、下

水排除基準に違反しない下水にして排除すること。 

  

記 

 

改善指示事項 

１．排除下水の水質結果 

（１）採水年月日          年  月  日 

（２）水質分析結果 

    

水質項目  

水質分析結果  

下水排除基準  

採水場所  

 

  

 

「教示」 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日 

以内に大分市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ 

月以内に大分市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起できることとされています。 

（ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 なお、異議申立てをしたときは、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 
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様式第８号 

                                下 営 第     号 

                                    年  月  日 

 

 

          殿  

大分市公共下水道管理者 

                            大分市長  

 

改善命令書 

 

 

当市において大分市           に所在する貴事業場から排出されている下水について 

水質検査したところ、下記のとおり、           に基づく大分市公共下水道条例第  

で定める下水排除基準に違反していることが判明しました。 

 下水道法第３８条の第１項に基づき、    年  月  日までに除害施設の改善その他の必要

な措置を行い、下水排除基準に違反しない水質の下水にして排除することを命令します。 

 なお、改善計画を    年  月  日までに提出し、改善期間中においても暫定措置を行い、

下水排除基準に違反しない下水にして排除すること。 

  

記 

 

改善指示事項 

１．排除下水の水質結果 

（１）採水年月日          年  月  日 

（２）水質分析結果 

水質項目  

水質分析結果  

下水排除基準  

採水場所  

 

  

 

「教示」 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日 

以内に大分市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ 

月以内に大分市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起できることとされています。 

（ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 なお、異議申立てをしたときは、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 
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様式第９号 

                                下 営 第     号 

                                    年  月  日 

 

          殿  

 

大分市公共下水道管理者 

                            大分市長  

 

一時停止命令書 

 

当市において大分市           に所在する貴事業場から排出されている下水について 

水質検査したところ、下記２のとおり、              で定める下水排除基準に違反

していることが判明しました。 

 下水道法第３７条の２に基づき、下記１のとおり、公共下水道への排出を一時停止することを命令

します。 

  

記 

 

１．命令内容 

（１）        の施設の使用を次の期間停止すること。 

  期間       年  月  日から 

           年  月  日までの  日間 

（２）  年  月  日までに除害施設等の改善その他の必要な措置を行い、下水排除基準に違反 

しない水質の下水にして排除すること。 

   なお、改善計画を    年  月  日までに提出し、改善期間中においても暫定措置を行 

い、下水排除基準に違反しない下水にして排除すること。 

 

２．排除下水の水質結果 

（１）採水年月日          年  月  日 

（２）水質分析結果 

水質項目  

水質分析結果  

下水排除基準  

採水場所  

 

 「教示」 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日 

以内に大分市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ 

月以内に大分市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起できることとされています。 

（ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 なお、異議申立てをしたときは、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 
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様式第１０号 

                                 下 営 第     号 

                                     年  月  日  

  

          殿  

大分市公共下水道管理者 

                            大分市長  

 

一時停止命令書 

 

当市において大分市           に所在する貴事業場から排出されている下水について 

水質検査したところ、下記２のとおり、             に基づく大分市公共下水道条例

で定める下水排除基準に違反していることが判明しました。 

 下水道法第３８条第１項に基づき、下記１のとおり、公共下水道への排出を一時停止することを命

令します。 

  

記 

 

１．命令内容 

（１）        の施設の使用を次の期間停止すること。 

  期間       年  月  日から 

           年  月  日までの  日間 

（２）    年  月  日までに除害施設等の改善その他の必要な措置を行い、下水排除基準に 

違反しない水質の下水にして排除すること。 

   なお、改善計画を    年  月  日までに提出し、改善期間中においても暫定措置を行 

い、下水排除基準に違反しない下水にして排除すること。 

 

２．排除下水の水質結果 

（１）採水年月日          年  月  日 

（２）水質分析結果 

水質項目  

水質分析結果  

下水排除基準  

採水場所  

 

 「教示」 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日 

以内に大分市長に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６ 

月以内に大分市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起できることとされています。 

（ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。） 

 なお、異議申立てをしたときは、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 
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様式第１１号 

                                下 営 第     号 

                                    年  月  日  

 

          殿  

大分市公共下水道管理者 

                            大分市長  

 

 

               一時停止解除通知書 

 

     年  月  日付け、下営第     号による一時停止命令は      年 

 月  日限りで解除することを通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


